
一 般 質 問 通 告 書 

 次の件について、会議規則第 60条の規定により、一般質問の通告をいたします。（全体所要時間  ６0 分） 

平成  2９  年  １２ 月  ４ 日 午前・午後      時      分 受付 

                            広陵町議会議員  山田美津代   印 

 広陵町議会議長    笹井 由明 様 

質問の要旨（できるだけ具体的に） 答弁者 

質問事項 １、２０１８年度の介護報酬改定に向け、厚生労働省は社会保障審議会の介護

給付分科会に生活援助のサービス抑制の方針を示しました。 

 

介護職員が在宅を訪問して行うサービスのうち、掃除や調理など直接身体に触れない「生活援

助」について１日に複数回報酬の算定ができる現行の報酬体系は「必要以上のサービス提供を

招きやすい」として多数回利用を問題視しているものです。 

以前は要支援１，２の方が介護保険から外されて今度は、要介護の方の利用制限が検討されて

います。 

ケアプランを作成するケアマネージャーに対して「生活援助中心型」の訪問介護で一定回数を超

えるケアプランは保険者である自治体に届け出をさせ、市町村は地域ケア会議などでサービス

内容の検証を行いケアプランが不適切な場合は是正を促す仕組みを提案しています。 

厚労省は平均利用回数から外れるものを「通常の利用状況と著しく異なる」として要介護度別に

基準となる回数を算出しています。（以下参照） 

厚生労働省が示した（多数回利用）の基準となる訪問介護の利用回数 

           要介護１、   要介護２   、要介護３   、要介護４  、要介護５ 

基準回数        ２６        ３３       ４２        ３７       ３１ 

対象利用者数  １１１６５       ８４０６    ４１６９      １９９５      ６６４ 

 

要介護１の方は月２６回、要介護３で月４２回など基準回数を超えるものを届け出の対象とするとし

ました。この多数回利用の例としめされたものには▽独居で認知症のため服薬の管理が必要。

▽せん妄等のため他のサービス利用は難しい。▽配偶者も介護状態で支援が受けられない。な

ど機械的な回数制限で介護給付を取り上げれば在宅での生活が立ちいかなくなり重度化を招き

かねない現状を示すものです。 

このような利用制限に対する町の考え方、対応をお聞きします。 

＜内容＞ 

① 厚生労働省から多数回利用の現状などの聞き取りなどありましたか？ 

② 多数回利用者の現状、必要性をどう思いますか？不適切だと思いますか？ 

③ 要支援の方が介護保険から外されても今までのサービスを継続すると、町は一定の努力をされ

ていますが、サービス水準は維持されていますか？ 

④ 今回の要介護の利用制限に対して町としてどう住民に対応されますか？ 

 

 

町長 



質問事項 ２、防災無線の放送は機能しているか？ 

＜内容＞ 

① 台風２１号が町を通過して被害が出ました。 

この被害状況を説明時、町長は「雨の音で聞こえないので防災放送は使用しませんでした」と

言われましたがこれでは何のための防災放送なのでしょうか？ 

② 多くの方から「防災放送が聞こえない、何を言っているか聞き取れない」という苦情が寄せられ

ています。広陵町馬見北にお住まいの方々は上牧の防災無線のほうがよく聞こえると言われて

います。 

上牧とどう違いがあるのですか？ 

③ 今後この防災無線をどう生かして町民の命と財産を守っていくのか？ 

④ 高齢者、特に独居の方への避難勧告など工夫がいると思うのですがどのような検討をされてい

ますか？ 

 

町長 

質問事項 ３、虐待防止について 

 

＜内容＞ １１月は虐待防止月間でここ数年間は町も虐待防止の取り組みを計画して 

１１月１３日は虐待防止の講演会が開催されたくさんの方が参加されました。 

 講師の方はNPOかかしの会の理事長で、虐待の悲惨な実情をお話しいただき、ショックな写真も

載っている本も見せていただきました。必ず虐待はなくさなければの思いを強くした講演会でした。 

でもこの後が大事ではないかと思います。 

どうしたら虐待が防止できるのか。そういうことが起きた場合子ども達の救済と同時に虐待をする方

の救済もいります。 

① 今の広陵町の虐待の現状は？ 

② どのような虐待防止のどのような啓発活動を行っているか？ 

 

町長 

質問の内容につきましては、詳細に記入してください。 


